
不動産関係ベース・レジストリの整備・活用に関するロードマップ

【現状】住所の表記揺れによる社会損失
• 宅配事業者に多大な住所調査業務が発生
• 行政手続において、申請書類の住所の確
認業務が発生

【取組】住所入力時にABRを参照すること
で、表記揺れを防止

アドレス・ベース・
レジストリ
（ABR）

RESUM
（重要土地情報）

eMAFF
地図

【現状】不動産登記情報について、ユーザ
側の行政機関ごとに、データを必要とする
度にデータ抽出の作業が発生
【取組】行政機関がデータを取得するス
キームを不動産登記ベース・レジストリに
一本化することで、重複作業を解消する

• 都道府県名・市区
町村名の変更等

• 町字の新設・変
更・廃止

• 街区符号・住居
番号等の付番

（地図情報含む）

• 地番区域情報
• 地図
※ 実際は不動産登記ベース・
レジストリ経由でデータ受領

不動産登記
ベース・レジストリ

不動産登記

【総務省】

【法務省】

【自治体】

【現状】住所・所在地情報について、
管理主体が縦割りで、誰もが活用可能
なマスターデータがない
【取組】ABRを整備し、統一的な住
所・所在情報を容易に確認可能にする

【目指す姿】
【法務省】

不動産ID

…
【現状】不動産を一意に特定するIDがな
く、文字情報で突合するとエラーによる
目視での紐づけが多く発生
【取組】不動産IDをキーとした官民の幅
広い分野における情報連携により、新た
なサービスの提供が可能
• （物流）不動産IDを活用した揺らぎの
ない所在情報による配送業務の効率化、
ドローン配送やロボット配送等の自動
配送

• （防災）不動産IDを活用した被災家屋
の情報や住民の居住情報等の各種行政
情報の連携による、自治体における発
災時の被災者台帳作成、罹災証明書発
行等の迅速化

※ABRとも連携



不動産関係ベース・レジストリの整備・活用に関するロードマップ

【スケジュール】

令和８年度令和７年度令和６年度令和５年度不動産関係
ベース・レジストリ

①不動産登記ベース・レ
ジストリ

②アドレス・ベース・レ
ジストリ

③不動産ID

パイロットシステム構築
機能改修・拡張

アドレスBRに地番情報を提供開始
不動産IDに表題部情報を提供開始

初期マスターデータの整備/運用体制の確立/町字データの利活用

アドレスBR 試験公開版運用 本格運用

「不動産ID確認システム(試作版)」
技術実証

システム改良
実証自治体の拡大

不動産IDユースケースの社会実装・横展開不動産IDユースケースの実証

不動産登記BRとの連携により
全自治体分の不動産IDを提供開始

データ更新頻度に関する機能改修・拡張


